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千葉海上保安部

（１）船舶海難発生隻数（過去５年）

【三管区全体】
令和２年から２３隻増加

【千葉地区】
令和２年から１４隻数減少

１ 令和３年 千葉地区で発生した船舶海難の発生状況について
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千葉海上保安部

（２）船舶種類別発生状況（過去５年）
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【令和２年との比較】
・全体の海難隻数が１４隻減少 （５１隻→３７隻）
・プレジャーボートはほぼ横ばい （２９隻→２８隻）
・貨物船は６隻減少 （ ８隻→ ２隻）

参考：令和３年 海難船舶種別内訳
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・船舶種類別で見ると
プレジャーボートの海難が最も多い
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千葉海上保安部

運航不能
１９隻
５１％

衝突
８隻
２２％

乗揚
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１９％

転覆
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３％

浸水
２隻
５％

３７隻

（３）令和３年 船舶種類及び海難種類別発生状況

【運航不能の内訳】
機関故障 ：６隻 無人漂流：４隻 荒天難航：２隻 操船技能不足：２隻 推進機障害：１隻
舵障害 ：１隻 燃料欠乏：１隻 その他 ：１隻 バッテリー過放電：１件

種類別では「運航不能」「衝突」「乗揚」の
合計が全体の９割を占める。
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千葉海上保安部

（１）マリンレジャーに伴う人身海難発生状況（過去５年）

【三管区全体】
令和２年から１２人増加

【千葉地区】
令和２年から１０人減少

２ 令和３年 千葉地区で発生したマリンレジャーに伴う事故発生状況
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千葉海上保安部

（２）マリンレジャーに伴う人身事故種類別発生状況（過去５年）
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令和３年は「帰還不能」「海中転落」による事故
が多くを占めた。

【例：帰還不能事故の状況】
・磯場で釣り中に、波が高くなり帰れなくなった
・ウィンドサーファーが技量不足のため戻れなくなった

【例：海中転落事故の状況】
・防波堤で釣り中に一発大波による影響で４名が転落1
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（３）千葉地区 マリンレジャーに伴う人身事故活動別発生状況（過去５年）
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・前年に比べて「釣り中」の事故が増加している。

【Ｒ３活動状況別の内訳】

・「釣り中」「遊泳中」の事故が全体の約８割。
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千葉海上保安部令和４年度 千葉地区 海の安全運動

運動方針

➢ 砂浜、磯場が点在 ⇒ 遊泳・釣り・貝採り等のマリンレジャーの活動は年間
➢ マリーナ等が点在 ⇒ 多くプレジャーボートが活動
➢ 多くの危険物積載船（タンカー）が入港 ⇒ 千葉港：危険物荷役量、危険物荷役隻数が全国1位）
➢ 台風等の接近時 ⇒ 千葉港沖には非常に多くの船舶が錨泊

➢ マリンレジャーに対する海難防止（釣り、遊泳、SUP）

➢ 漁船、遊漁船に対する海難防止
➢ プレジャーボートに対する海難防止（モーターボート、水上オートバイ、ゴムボートなど）

➢ タンカー、貨物船の海難防止

重点事項

➢ 令和4年4月17日-5月8日（春の事故ゼロキャンペーン）
・マリンレジャーに対する海難防止・プレジャーボートに対する海難防止

➢ 令和4年5月11日-5月31日（霧海難ゼロキャンペーン）
・タンカー、貨物船の海難防止

➢ 令和4年6月10日-6月30日（台風海難ゼロキャンペーン）
・タンカー、貨物船の海難防止・プレジャーボートに対する海難防止

➢ 令和4年7月16日-8月31日（夏の事故ゼロキャンペーン）
・マリンレジャーに対する海難防止・プレジャーボートに対する海難防止

➢ 令和4年10月1日-10月10日（秋の事故ゼロキャンペーン）
・マリンレジャーに対する海難防止・プレジャーボートに対する海難防止

運動期間・実施事項

『海難防止指導の普及・安全意識の高揚』
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千葉海上保安部 ホームページ

令和４年度 千葉地区 海の安全運動



千葉海上保安部◆ 台風接近時における避難勧告等の運用

※ 強風域到達 12h前：入湾回避の対象を全船に拡大

港則法
海交法

● 「湾外避難 / 入湾回避」 勧告 ＜対象：高リスク船等＞ ※ 高リスク船以外においても適切な避難行動の開始等を勧告

● 「避難」勧告

海交法 ● 「走錨対策強化」勧告（ｱｸｱﾗｲﾝ周辺海域） ＜対象：海域内全船＞

＜対象：総トン数500トン以上

「走錨対策強化」勧告に合わせ「情報聴取義務海域」を公示

走錨のおそれのある船舶に対して危険防止のための勧告/ 情報提供を実施

第39条4項

第32条2項

強風域到達の4時間程度前 2時間程度前 台風通過強風域到達の2～1日前

勧 告

第一警戒体制
（避難準備）

勧 告
第二警戒体制
（避難勧告）
（入港制限）

勧 告
解 除

第二警戒体制
（避難勧告）

「台風・津波等対策委員会」開催

〔勧告（第一・第二体制）
の発出時期等を検討〕

千葉港
走錨対策

走錨注意情報
各種注意喚起

最大風速
40m/s未満

千葉港

台
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）

注意喚起
＜対象：全船＞● 「湾外避難・入湾自粛」への 協力依頼（三本部➡海事団体等）

対象：
総トン数500トン以上

＜勧告対象海域内全船＞「走錨対策強化 」勧告（東京湾アクアライン周辺海域）

強風域到達の3～2日前 2～1日前

「台風・津波等対策委員会」

避難勧告の発出時期等を検討

千葉港

千葉港

「東京湾台風等対策協議会」

三管
本部

湾外避難等の勧告
発出時期等を検討

勧 告

湾外避難
入湾回避

※ 港長権限代行
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最大風速
40m/s以

上
14時間程度前 12時間程度前 台風通過

勧 告

第一警戒体制
（避難準

備）

勧 告

第二警戒体制
（避難勧告）
（入港制限）

勧 告
解 除

第二警戒体制
（避難勧告）

走錨対策

走錨注意情報
各種注意喚起

千葉港

港則法

東京
ﾏｰﾁｽ



千葉海上保安部

令和4年 千葉海上保安部安全啓発ポスター

千葉県教育庁、千葉市教育委員会の協力を得て、

千葉県内小・中・高校等へ周知
各市教育委員会の協力を得て、

千葉市・船橋市・館山市小学１年生へ配布


